
 

都立高校等の授業料については、令和６年度は国に先行して実質無償化しましたが、令和７年度は国

の制度により無料となります。高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の申請を行った結果、

年収約 910 万円未満の世帯は就学支援金、年収約 910 万円以上世帯は高校生等臨時支援（以下

「臨時支援金」という。）の対象となります。 
以下をご確認の上、期限までに必要なお手続を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 申請手続フロー（新入生の場合） 

・７月以降の授業料については、就学支援
金を新たに支給できるか、それとも臨時支援
金の支給となるのか、最新の住民税を基に
再審査を行います。学校の案内に従い、就学
支援金と臨時支援金の申請を行ってくださ
い。 
※就学支援金の申請を行わない場合、臨時
支援金制度が適用されなくなります。 

 

就学支援金 
又は 

臨時支援金 
が認定 

今年度３月までの授業料が無償化されます 

 
就学支援金が 

認定 

 就学支援金が 
所得要件により 

不認定 

学校の案内に従い、臨時支援
金の申請を行ってください。 

 

２ 申請手続フロー（在校生の場合） 

・ 在校生の場合は、昨年度の就学支援金第２回申請の審査結果により、必要な手続が変わります。 

詳細は裏面をご確認ください。 

・ 昨年度の就学支援金を申請していない場合は、上記フローをご参照ください。 

就学支援金 

第 2 回申請 
（７月以降分） 

申請時期:1２月末

までに学校より通知 

・７月以降の授業料については、就学
支援金を引き続き支給できるか、最新
の住民税を基に再審査を行います。 
・第１回申請時にマイナンバーを提出
している場合は、再審査に係る申請手
続は不要です。提出していない場合
は、学校の案内に従い、就学支援金の
申請を行ってください。 

世帯年収にかかわらず、まずは、就学支援金を申請してください。 

 就学支援金が 
所得要件により 

不認定 

 就学支援金が 
認定 

６月までの授業料は、就学支援金に

より無償化されます。 

就学支援金 

第１回申請 
（４月～６月分） 

申請時期:6 月予定 
 

第２回申請時に、就学支援金と臨時支援
金の申請を行っていただくことで、６月までの
授業料が無償化されます。 

 第 2 回申請へ 

３月までの 
臨時支援金

が認定 

都立高校等における令和７年度の授業料無償化の申請手続について 

 第２回申請へ 
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４ 提出先・問合せ先等 

東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当 
 03(5320)7862  (平日 9:00～17:45） 

生徒が在籍する都立高等学校又は都立中等教育学校の経営企画室 

制度に関すること 

提出先/問合せ先 

昨年度の就学支援金が 
認定 

昨年度の就学支援金が 
所得要件により不認定 

学校の案内に従い、臨時支援金
の申請を行ってください。 
 

今年度３月までの授業料が無償化されます 

３ 留意事項（必ずご確認ください） 

・ 就学支援金の申請を行わない方は、臨時支援金は認定されません。 
・ 所得要件以外の要件（在籍期間等）を満たさないことにより就学支援金の受給資格を得られない方は、 

臨時支援金を受けることはできません。 
  例:高等学校等を卒業又は修了したことがある方。 
     高等学校等に在学した期間（転退学等の場合を含む。）が、全日制課程の場合は通算して 36 か月を超える方、  

定時制及び通信制課程の場合は通算して 48 か月を超える方。 
     日本国内に住所を有さない方。 

 

 
３月までの 
臨時支援金

が認定 

 就学支援金が 
認定 

 

 就学支援金が 
所得要件により 

不認定 

年度当初 
（4 月～6 月分） 

※第 1 回申請不要 

・７月以降の授業料については、就学
支援金を引き続き支給できるか、最新
の住民税を基に再審査を行います。 
・これまでの申請でマイナンバーを提出
している場合は、再審査に係る申請手
続は不要です。提出していない場合は、
学校の案内に従い、就学支援金の申
請を行ってください。 

・７月以降の授業料については、就学支援
金を新たに支給できるか、それとも臨時支援
金の支給となるのか、最新の住民税を基に
再審査を行います。学校の案内に従い、就
学支援金と臨時支援金の申請を行ってくだ
さい。 
※就学支援金の申請を行わない場合、臨
時支援金制度が適用されなくなります。 

 

就学支援金 

第 2 回申請 
（７月以降分） 

申請時期:7 月予定 

 第 2 回申請へ 第２回申請へ 

就学支援金 
又は 

臨時支援金 
が認定 

６月までの授業料は、就学支援金によ
り無償化されているため、この時点では
手続は不要です。 

第２回申請時に、就学支援金と臨時支援
金の申請を行っていただくことで、６月までの
授業料が無償化されます。 
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